
改正労働施策総合推進法等について
カスタマーハラスメント対策

求職活動等におけるセクシュアルハラスメント対策

厚生労働省 愛媛労働局

雇用環境・均等室
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1. 法改正の趣旨

2.職場におけるカスタマーハラスメントに関して事業主が
講ずべき措置

3.求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関して
事業主が講ずべき措置

4.あかるい職場応援団
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① カスタマーハラスメント対策の強化（労働施策総合推進法）

⚫ カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け。
措置の具体的な内容については国が指針を定めることとする。

《カスタマーハラスメントとは》

⑴ 職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、

⑵ その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、

⑶ 当該労働者の就業環境を害すること

《具体的な措置の内容》

⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

⑵ 相談体制の整備・周知

⑶ カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応、

抑止のための措置 等

※ 厚生労働大臣（都道府県労働局）は、事業主に対して、助言、指導、勧告等を行うことができる。

⚫ カスタマーハラスメントを行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや他の事業主が雇用する労働者に対する
言動に注意を払うよう努めること等を、国、事業主、労働者及び顧客等の責務として明確化する。

・ 職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷付け、職場環境を悪化させる、あってはならないもの。

・ これまでも順次対策の強化が図られてきたが、都道府県労働局へのハラスメントに係る相談件数は依然高止まりしているほか、近年、

カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントが社会的に問題となっている。

⇒ 更なるハラスメント対策の強化を通じて、全ての労働者が活躍することのできる就業環境の実現を図る。

改正の趣旨

見直し内容

事業主

労働者（被害者）

顧客等

カスタマー
ハラスメント相談

適切な
対応

施行日：公布日（R7.6.11)から1年6月以内の政令で定める日

ハラスメント対策の強化
◼ 労働施策総合推進法

◼ 男女雇用機会均等法
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改正法施行に係る今後のスケジュール

5

職場におけるカスタマーハラスメントに関して

雇用管理上講ずべき措置等に関する指針について

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関して

雇用管理上講ずべき措置等に関する指針について

令和8年2月予定
令和8年10月1日

改正法の施行の日

公示日 適用期日
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職場における

カスタマーハラスメントに関して雇用管理上

講ずべき措置等に関する指針（案）

2
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カスタマーハラスメントの３要素

⚫ 顧客

⚫ 取引先

⚫ 施設利用者

その他の利害関係者が行うこと
１

社会通念上

相当な範囲を超えた言動であること

労働者の
就業環境が害されること

２

３

電話

S N S

対面



カスタマーハラスメント対策に係る体制整備
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務 職 場

◼ 雇用する労働者が業務を行う場所

◼ 通常の就業場所以外の場所でも、業務を遂行する場所

◼ 取引先事務所、取引先との打ち合わせの飲食店、顧客の自宅等

労働者
◼ パート労働者、契約社員等非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全て

◼ 派遣労働者

顧客等

◼ 顧客（今後商品購入やサービスの利用等をする可能性のある顧客）

◼ 取引の相手方（今後取引する可能性のある者）

◼ 施設の利用者（駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設王の施設を利用する者、利用可能性のある者）

◼ 事業主の行う事業に関係を有する者

8

✓ 事業主が販売する商品の購入やサービス利用者
✓ 事業主の行う事業に関する内容等に関する問い合わせ者
✓ 取引先の担当者
✓ 企業間で契約締結に向けた交渉を行う担当者
✓ 施設・サービスの利用者及びその家族
✓ 施設の近隣住民



社会通念上相当な範囲を超える言動 とは
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務

9

言動の内容及び手段・態様に着目し、総合的に判断

⚫ そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求

⚫ 契約等により想定しているサービス等を著しく超える要求

⚫ 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求

⚫ 不当な損害賠償請求 等

契約内容を著しく超える要求

会社の事業とは関係のない要求

商品やサービス等の内容と

無関係である不当な損害賠償要求 等

言動の

内容
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社会通念上相当な範囲を超える言動 とは
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務

手段

態様

身体的な攻撃

精神的な攻撃

威圧的な言動

継続的な執拗な言動

拘束的言動

⚫ 殴る、蹴る、叩く

⚫ 物を投げつける

⚫ わざとぶつかる

⚫ つばを吐きかける

⚫ 「物を壊す」、「殺す」といった発言による脅し

⚫ ＳＮＳへの暴露をほのめかした脅し

⚫ インターネット上の投稿（従業員の氏名公開等）

⚫ 人格を否定するような発言

⚫ 土下座の強要

⚫ 盗撮

⚫ 大声をあげて威嚇

⚫ 反社会的な言動

⚫ 頻繁なクレーム

⚫ 同じ質問を繰り返し、対応のミスが出たところを責める

⚫ 当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立て

⚫ 長時間の

拘束・居座り・監禁



労働者の就業環境が害される とは

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務
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身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、

能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない

程度の支障が生じること

平均的な

労働者の感じ方が

判断の基準です

一回の言動でも

該当する場合が

あります

言動の頻度や継続性は考慮されますが

強い身体的・精神的苦痛を与える言動の場合は

就業する上で看過できない程度の支障が生じている、

就業環境を害する場合があります

同様の状況で同じ言動を受けた場合、社会一般の

労働者が、就業する上で看過できない程度の支障

が生じたと感じるような言動であるかどうか



労働者の責務事業主の責務
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それぞれの責務

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務

⚫ 労働者の関心と理解を深める

⚫ 自社労働者が他社労働者に対する言動に
必要な注意を払う

⚫ 研修の実施 必要な配慮

⚫ 事業主自ら
カスタマーハラスメント問題に対する理解と
関心を深める

⚫ 他社労働者への言動に注意を払う

⚫ カスタマーハラスメント問題への関心と
理解を深める

⚫ 他社労働者に対する言動に必要な注意を払う

⚫ 事業主の講じる措置への協力



事業主が雇用管理上講ずべき措置

13

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事後の迅速かつ適切な対応

実効性を確保するために必要なその抑止のための措置

併せて講ずべき措置

01

02

03

04

05

職場におけるカスタマーハラスメントへの対応

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務



事業主が雇用管理上講ずべき措置

14

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事後の迅速かつ適切な対応

実効性を確保するために必要なその抑止のための措置

併せて講ずべき措置

01

02

03

04

05

職場におけるカスタマーハラスメントへの対応

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務
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⚫ カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針

⚫ カスタマーハラスメントの内容及び対処内容

01 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

就業規則 パンフレット 研修 社内HP

全ての労働者に周知・啓発

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務
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カスタマーハラスメントの

内容

○言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

・要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係ない

要求

・契約等により想定しているサービスを著しく超える要求

・契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること

・不当な損害賠償要求

○手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの

・身体的な攻撃

・精神的な攻撃

・威圧的な言動

・継続的、執拗な言動

・拘束的な言動 など

対応内容

カスタマーハラスメントに関する方針の明確化、周知・啓発

⚫ 労働者から管理者等へ直ちに報告し、

その対処方針について指示を仰ぐ

⚫ 可能な限り労働者1人で対応させない、

必要に応じて管理者等が対応

⚫ 顧客等とのやりとりを録音・録画する（顧客の個人情報留意）

⚫ 十分な説明を行ってもなお繰り返す場合、

一定時間の経過をもって退店を要求、切電

⚫ 暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当しうる言動には警察に通報

⚫ 本社・本部当へ情報共有を行い、指示を仰ぐ

⚫ 法的手続きが必要な場合には、弁護士へ相談 など

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務



事業主が雇用管理上講ずべき措置

17

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事後の迅速かつ適切な対応

実効性を確保するために必要なその抑止のための措置

併せて講ずべき措置

01

02

03

04

05

職場におけるカスタマーハラスメントへの対応

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務
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⚫ 相談への対応のための窓口をあらかじめ定める

⚫ 相談窓口担当者が、相談に対し適切に対応できるようにすること

02 相談（苦情含む）に応じ適切に対応するために必要な体制整備

就業規則 パンフレット 研修 社内HP

全ての労働者に周知・啓発

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務
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相談窓口をあらかじめ定め

労働者に周知

⚫ 相談担当者をあらかじめ定める

⚫ 相談に対応するための制度を設ける

⚫ 外部の機関に相談への対応を委託

相談に対する適切な対応

相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制整備

相談窓口例

ポイント

⚫ 内容や状況に応じて、窓口担当者と関係部門と

の連携の仕組みの構築

⚫ 相談対応マニュアルに基づく対応

⚫ 相談対応についての研修

対応例

⚫ カスタマーハラスメントが生じている場合だけで

なく、発生のおそれがある場合、該当するか否か

微妙な場合

⚫ 放置すれば就業環境を害するおそれがある場合等

広く相談に対応しましょう

望ましい取組

（例）上司→社内相談窓口→外部関係機関（弁護士等）

上司：気軽に相談できる雰囲気と状況に合わせた迅速

な判断

社内相談窓口：社内外の関係部門の意見を聴き対応方

針を決める

◆相談対応者への教育

・対応マニュアルの整備と周知

・従業員、上司、社内相談窓口への研修を実施

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務



事業主が雇用管理上講ずべき措置

20

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事後の迅速かつ適切な対応

実効性を確保するために必要なその抑止のための措置

併せて講ずべき措置

01

02

03

04

05

職場におけるカスタマーハラスメントへの対応

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務



03 事後の迅速かつ適切な対応

21

０１

管理者等がその場で事実関係を確認し対応

窓口担当者等が相談者から事実関係を確認

事実関係の確認が困難な場合などにおいては、調

停申請を行うなど第三者機関に紛争処理を委ねる

事実関係を迅速かつ正確に確認すること

０２
事実関係の確認ができた場合、被害者に対する

配慮措置

管理者等が被害者に代わって対応する、被害者と行

為者を引き離す

担当者の変更、複数人対応、配置転換、被害者のメン

タル不調への相談対応等の措置

０３
再発防止に向けた措置

従業員に対して業務委託におけるハラスメントに

関する意識を啓発するための研修、講習等を改め

て実施するカ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務
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０１ 事実関係の正確な確認と事案への対応

事後の迅速かつ適切な対応

顧客等からのクレームが正当な主張なのか、言いがかりのような悪質なクレームなのか判断するため、

顧客や対応した従業員等の主張をもとに、それが事実であるかを確かな証拠・証言に基づいて確認します。

事実かどうかの判断については、個別に状況を判断せず、周囲や管理者に相談する等、複数名で判断し、

安易にカスタマーハラスメントと決めつけないようにしましょう。

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務

一般的な事実関係の整理・判断フロー

ー1ー

時系列で、

起こった状況、事実

関係を正確に把握し

理解する

ー２ー

顧客等の求めている

内容を把握する。

ー３ー

顧客等の要求内容が

妥当か検討する。

ー４ー

顧客等の要求の

手段・態様が社会通念

上相当か検討する。
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０２ 従業員への配慮措置

事後の迅速かつ適切な対応

従業員がカスタマーハラスメントの被害を受けた場合、速やかに被害を受けた従業員に対する配慮の措置

を行う必要があります。対応としては、従業員の現場での安全確保や精神面への配慮があります。

著しい迷惑行為が想定される場合には、現場から離れる、現場に行かない判断をすることがあります。

判断は担当者任せにしないで組織として行います。

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務

０３ 再発防止に向けた措置

従業員の安全確保 精神面への配慮

⚫ 方針、対処内容

の周知

⚫ 把握した問題

等そのものの

改善に向けた

取組

⚫ 研修、講習等の

実施



事業主が雇用管理上講ずべき措置
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事後の迅速かつ適切な対応

実効性を確保するために必要なその抑止のための措置

併せて講ずべき措置

01

02

03

04

05

職場におけるカスタマーハラスメントへの対応

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務
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対処方針を

あらかじめ定める

⚫ 暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当しうる言動

について、警察に通報

⚫ 行為者に対して警告文の発出

⚫ 法令の制限内で行為者に対して商品の販売、

サービスの提供等をしない

⚫ 行為者に対して店舗及び施設等への出入りを

禁止する

⚫ 民事保全法に基づく仮処分命令を申し立てる

対応できる体制整備

０４ 実効性を確保するため必要なその抑止のための措置

⚫ 対処方針の労働者への周知

⚫ 対処を講じるための関係部門間の連携等の体制整備

他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力

対処方針例 体制整備例

■望ましい対応例■

✓ 限定的に謝罪する

（例）「ご不快な思いをおかけし申し訳ございません」

✓ 状況の正確な把握を心かける

・三現主義（現場、現物、現実）

・記録（顧客の名前、住所、連絡先等）・録音・録画

✓ 現場監督者または相談窓口への情報共有

・時系列の作成と共有

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務



事業主が雇用管理上講ずべき措置

26

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事後の迅速かつ適切な対応

実効性を確保するために必要なその抑止のための措置

併せて講ずべき措置

01

02

03

04

05

職場におけるカスタマーハラスメントへの対応

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務



05 併せて講ずべき措置
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プライバシー保護措置

✓プライバシー保護のために必要な事項をマニュアル等に

定め、窓口担当者が相談を受けた際には、マニュアルに

基づき対応

✓相談窓口担当者への研修

✓相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置

を講じていることを広報・啓発資料に掲載し、配付等

解雇等その他不利益な取扱いを

されない旨を定める

⚫ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文

書に規定

⚫ 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓

発のための資料等に記載

措置の例 措置の例

労働者に周知

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務
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顧客等への対応力向上のため

の取組

⚫ 接客についての研修

⚫ 商品、サービスについての研修

⚫ 顧客等からの苦情への対応研修

⚫ 資料配付等

労働者が顧客等への理解を

深めるための取組

望ましい取組

取り組み例

⚫ 消費者心理や障害特性等についての資料配付

や研修等の実施

取り組み例

顧客等からの迷惑行為、悪質なクレームに対応で

きるよう、日頃から研修等を通じて従業員の教育

を行いましょう

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務

入社時
研修

顧客対応者
研修

上司・相談窓口
本社関連部門
向け研修



求職活動等における性的な言動に

起因する問題に関して

雇用管理上講ずべき

措置等に関する指針（案）

29

３



求職活動等におけるセクシュアルハラスメント対策
求
職
活
動
等
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
対
策
に
係
る
体
制
整
備
義
務
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求職活動等

◼ 企業の採用面接への参加

◼ 企業の就職説明会への参加

◼ 企業の雇用する労働者への訪問

◼ インターンシップへの参加

◼ 教育実習、看護実習等の実習の受講

労働者
◼ パート労働者、契約社員等非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全て

◼ 派遣労働者

性的な言動

◼ 性的な事実関係を尋ねること

◼ 性的な内容の情報を意図的に流布すること

◼ 性的な関係を強要すること

◼ 必要なく身体に触ること

◼ わいせつな図画を配付すること



求職活動等におけるセクシュアルハラスメント対策

セクシュアルハラスメントの典型例

31

腰、胸を触られる

性的内容のポスター掲示
画面の表示等

性的な冗談やからかいを
継続的に受ける

面接官から性的な
質問を受ける

面接中に

性的な関係を
求められる

執拗に私的な食事
に誘われる

少人数の説明会で

インターンシップで

労働者への訪問で



事業主が雇用管理上講ずべき措置
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事後の迅速かつ適切な対応

併せて講ずべき措置

01

02

03

04

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントへの対応
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⚫ 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容

⚫ 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントはあってはならない旨の方針

⚫ 性別役割分担意識に基づく言動が、発生の原因や背景となり得ること

01 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

就業規則 パンフレット 研修 社内HP

全ての労働者に周知・啓発
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⚫ 性的な言動等を行った者に対する懲戒規定を定め、性的な言動を行った者は、

就業規則等に定めた懲戒規定の適用となる旨の明確化

01 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

就業規則 パンフレット
研修 社内HP

全ての労働者に周知・啓発

⚫ 求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化

全ての労働者・求職者に周知・啓発
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01 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

パンフレット
研修 HP

⚫ 求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化

全ての労働者・求職者等に周知・啓発

労働者に対して 求職者等に対して

求職者等と面談等を行う際の規則を定める
• 面談時間及び場所の指定
• 実施体制
• やりとりに用いるＳＮＳの種類の指定

面談等に関する留意事項をホームページやパ
ンフレット等の広報手段を用いる



36

⚫ 相談への対応のための窓口をあらかじめ定める

⚫ 相談窓口担当者が、相談に対し適切に対応できるようにする

02 相談（苦情含む）に応じ適切に対応するために必要な体制整備

パンフレット HP

求職者等に周知・啓発

⚫ 相談担当者をあらかじめ定める

⚫ 相談に対応するための制度を設ける

⚫ 外部の機関に相談への対応を委託

相談窓口対応例

⚫ 内容や状況に応じて、窓口担当者と関係部門と

の連携の仕組みの構築

⚫ 相談対応マニュアルに基づく対応

⚫ 相談対応についての研修

対応例



事後の迅速かつ適切な対応

37

０１

窓口担当者等が相談者及び行為者とされる者双方

から事実関係を確認

事実関係の確認が困難な場合などにおいては、調

停申請を行うなど第三者機関に紛争処理を委ねる

事実関係を迅速かつ正確に確認すること

０２
事実関係の確認ができた場合、被害者に対する配慮

措置

被害者と行為者を引き離す

行為者の謝罪

人事担当者による被害者への相談対応等

０３
行為者に対する措置を適正に行う

規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その

他の措置を講じる

０４
再発防止に向けた措置

方針や対処方針等を改めて配布

意識啓発のための研修、講習等の実施



0４ 併せて講ずべき措置
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プライバシー保護措置

✓プライバシー保護のために必要な事項をマニュアル等

に定め、窓口担当者が相談を受けた際には、マニュア

ルに基づき対応

✓相談窓口担当者への研修

✓相談者等のプライバシーを保護するために必要な措

置を講じていることを広報・啓発資料に掲載し、社内

に配布、社外に発信等

解雇等その他不利益な取扱いを

されない旨を定める

⚫ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文

書に規定

⚫ 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓

発のための資料等に記載

措置の例 措置の例

労働者、求職者等に周知



事業主の望ましい取組
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◆ 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関して

◆ 求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等に関して

●大学生等が所属する教育機関等の関係者からの情報提供があった場合には、連携・対応

●求職者等から事業に関係を有する者によるセクシュアルハラスメントの相談を受けた場合には、必要に応じた適切な対応

●労働者の休職者等に対する言動についても必要な注意を払うよう配慮
●事業主自らと労働者も、言動等について必要な注意を払う
●求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等についても同様の方針を示す
●求職者等から相談があった場合には、必要に応じて適切な対応を行うよう努める
●性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的言動を行うこと、機微な個人情報について了解を得ずに暴露すること等に
ついて適切に対応する



ハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

40



愛媛労働局ホームページでは

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/

改正法に関する新しい資料については、随時更新してまいりますので
ご確認をお願いします。

41
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ご静聴ありがとうございました。

最後に
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